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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（以下

「法」という。）、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令及

び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（以下「省令」

という。）に定めるもののほか、建築物エネルギー消費性能適合性判定（以下「省

エネ適判」という。）及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定（以下「性

能向上計画認定」という。）に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、法に定めのあるもののほか、

当該各号に定めるところによる。  



⑴   審査機関 京都市都市計画関係手数料条例（以下「手数料条例」という。）

別表第１１備考２の規定に基づき、性能向上計画認定においては法第３０

条第１項各号に掲げる基準に適合することを確認できるものとして市長が

定める書類を発行できる者をいう。  

⑵   モデル建物法 省エネ適判においては建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令（以下「基準省令」という。）第１条第１項第１号ロに掲げる

基準、性能向上計画認定においては基準省令第１０条第１号イ⑵及び同号

ロ⑵に掲げる基準に適合することを確認するものをいう。  

⑶   仕様基準等 省エネ適判においては基準省令第１条第１項第２号イ⑵及

び同号ロ⑵に掲げる基準に、性能向上計画認定においては基準省令第１０

条第２号イ⑵及び同号ロ⑵に掲げる基準に適合することを確認するものを

いう。  

⑷   軽微変更該当証明書 省令第１３条及び第２８条に規定する軽微な変更

に該当していることを証する書面をいう。  

（審査の委託） 

第３条 市長は、省エネ適判及び性能向上計画認定の申請（それぞれの変更申請

を含む）があった場合には、省エネ適判及び性能向上計画認定に係る審査の一

部を、審査機関に委託することができる。ただし、第１６条に規定する審査を

受けた場合を除く。  

（申請書等の補正） 

第４条 前条の規定により市長が審査を委託した場合において、当該委託をした

後に、省エネ適判申請書、性能向上計画認定申請書又はその添付図書に関して

補正を要する事項が明らかとなったときは、市長は当該事項の補正を、委託を

受けた者の指示により申請を行った者に行わせることができる。  

 

第２章 建築物エネルギー消費性能適合性判定等 

（事前協議） 

第５条 法第１１条第１項又は法第１２条第２項の規定により、建築物エネルギ



ー消費性能確保計画（以下「確保計画」という。）を提出又は通知して省エネ適

判を受けようとする者（以下「確保計画提出者等」という。）は、確保計画の提

出又は通知を行おうとする日の２１日以上前までに、次に掲げる事項について

市長に事前協議を行うものとする。ただし、確保計画提出者等が本市の機関で

ある場合はこの限りでない。  

⑴ 建築物の用途  

⑵ 手数料の額  

２ 前項の事前協議は、建築物エネルギー消費性能確保計画事前協議書（第１号

様式）１部に、次に掲げる図書を添えて行うものとする。  

⑴   付近見取図  

⑵   配置図  

⑶   各階平面図（用途の別が分かるもの）  

⑷   床面積求積図  

⑸   用途別床面積表  

⑹   立面図  

⑺   委任状（代理者が事前協議を行う場合に限る。）  

⑻   気候風土適応住宅チェックリスト（気候風土適応住宅（基準省令第１条第

１項第２号ただし書きの国土交通大臣が定める基準に適合する住宅）である

場合に限る。）  

⑼  建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書（当該認定に含まれる他の建

築物（法第２９条第３項に規定する他の建築物をいう。）に係る申請である

場合に限る。）  

⑽  住宅型式性能認定書（住宅の品質確保の促進等に関する法律第３１条   

に適合する住宅に限る。）  

（確保計画変更事前協議） 

第６条 法第１１第２項又は法第１２条第３項の規定により、変更後の確保計画

を提出又は通知して省エネ適判を受けようとする者（以下「変更後確保計画提

出者等」という。）は、変更後の確保計画の提出又は通知に先立ち、次に掲げる



事項について市長に事前協議を行うものとする。ただし、変更後確保計画提出

者等が本市の機関である場合はこの限りでない。  

⑴ 建築物の用途  

⑵ 手数料の額  

２ 前項の事前協議は、建築物エネルギー消費性能確保計画変更事前協議書（第

２号様式）１部に、変更に係る部分の変更前と変更後の図書及び委任状（代理

者が事前協議を行う場合に限る。）を添えて行うものとする。  

（軽微変更該当証明書交付事前協議） 

第７条 省令第１３条の規定により軽微変更該当証明書の交付を請求する者（以

下この章において「軽微変更該当証明書請求者」という。）は、当該請求に先立

ち、次に掲げる事項について市長に事前協議を行うものとする。ただし、軽微

変更該当証明書請求者が本市の機関である場合はこの限りでない。  

⑴ 建築物の用途  

⑵ 手数料の額  

２ 前項の事前協議は、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明事

前協議書（第３号様式）１部に、変更前と変更後の図書及び委任状（代理者が

事前協議を行う場合に限る。）を添えて行うものとする。  

（確保計画の提出等）  

第８条 確保計画の提出又は通知は、省令第３条第１項（省令第９条第１項にお

いて準用する場合を含む。以下同じ。）に規定する計画書又は通知書の正本１部

及び副本２部（当該申請に係る建築物が法第２９条第３項に規定する他の建築

物である場合は、正本及び副本各１部並びに当該建築物エネルギー消費性能向

上計画認定通知書の写しを正本及び副本各１部）に、それぞれ同項に規定する

図書及び委任状（代理者が提出又は通知を行う場合に限る。）を添えて行うもの

とする。  

２ 変更後の確保計画の提出又は通知は、省令第４条第１項（省令第９条第１項

において準用する場合を含む。以下同じ。）に規定する計画書又は通知書の正本

１部及び副本２部に、それぞれ同項に規定する図書及び委任状（代理者が提出



又は通知を行う場合に限る。）を添えて行うものとする。  

３ 軽微変更該当証明書の請求は、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽

微変更該当証明請求書（第４号様式）の正本１部及び副本２部に、それぞれ省

令第４条第１項に規定する図書及び委任状（代理者が請求を行う場合に限る。）

を添えて行うものとする。  

（提出の取下げ等） 

第９条 確保計画提出者等又は変更後確保計画提出者等は、当該提出及び通知を

取り下げようとする場合は、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出取下げ

届（第５号様式）１部を市長に提出するものとする。  

２ 軽微変更該当証明書請求者は、当該請求を取り下げようとする場合は、建築

物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微変更該当証明請求取下げ届（第６号

様式）１部を市長に提出するものとする。  

（軽微変更該当証明書の交付等）  

第１０条 市長は、軽微変更該当証明書の交付を請求された確保計画の変更が、

省令第５条 (省令第９条第２項において準用する場合を含む。以下同じ。 )の軽

微な変更に該当すると認める場合は、省令第１３条の規定による軽微変更該当

証明書（第７号様式）を軽微変更該当証明書請求者に交付するものとする。  

２ 市長は、軽微変更該当証明書の交付を請求された確保計画の変更が、省令第

５条の軽微な変更に該当しないと認める場合は、建築物エネルギー消費性能確

保計画の変更が軽微な変更に該当しない旨の通知書（第８号様式）により軽微

変更該当証明書請求者に通知するものとする。  

（基準適合命令）  

第１１条 法第１３条第１項の規定による建築物に係る基準適合命令は、建築物

に係る基準適合命令書（第９号様式）により行うものとする。  

（報告の徴収）  

第１２条 法第１５条第１項の規定による報告を求められた建築主等は、建築物

に係る報告書（第１０号様式）１部を市長に提出しなければならない。  

 



第３章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等 

（事前協議） 

第１３条 法第２９条第１項の規定により、性能向上計画認定の申請（以下この

章において「認定申請」という。）をしようとする者（以下この章において「認

定申請者」という。）は、当該認定申請を行おうとする日の２１日以上前（法第

３０条第２項（法第３１条第２項において準用する場合を含む。以下同じ。）の

規定による申出をしようとする場合は、当該認定申請を行おうとする日の３５

日以上前）までに、次に掲げる事項について市長に事前協議を行うものとする。

ただし、第１６条第１項に規定する審査を受ける場合は、この限りでない。  

⑴ 建築物の用途  

⑵ 手数料の額  

２ 前項の事前協議は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定事前協議書（第

１１号様式）１部に、次に掲げる図書を添えて行うものとする。  

⑴  付近見取図  

⑵  配置図  

⑶  各階平面図（用途の別が分かるもの）  

⑷  床面積求積図  

⑸  用途別床面積表  

⑹  立面図  

⑺  建築基準法第６条第１項に規定する確認申請書に相当する書類（法第３０

条第２項の規定による申出をしようとする場合に限る。）  

⑻  委任状（代理者が事前協議を行う場合に限る。）  

⑼  住宅型式性能認定書（住宅の品質確保の促進等に関する法律第３１条   

に適合する住宅に限る。）  

（性能向上計画変更事前協議） 

第１４条 法第３１条第１項の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画

の変更の認定の申請（以下この章において「変更認定申請」という。）をしよう

とする者（以下この章において「変更認定申請者」という。）は、当該変更認定



申請に先立ち、当該変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の部分の次

に掲げる事項について、市長に事前協議を行うものとする。ただし、第１６条

第２項に規定する審査を受ける場合は、この限りでない。   

⑴ 建築物の用途  

⑵ 手数料の額  

２ 前項の事前協議は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定変更事前協議書

（第１２号様式）１部に変更前と変更後の図書及び委任状（代理者が事前協議

を行う場合に限る。）を添えて行うものとする。  

（軽微変更該当証明書交付事前協議） 

第１５条 省令第２８条の規定により、軽微変更該当証明書の交付を請求する者

（以下この章において「軽微変更該当証明書請求者」という。）は、当該請求に

先立ち、次に掲げる事項について市長に事前協議を行うものとする。ただし、

第１６条第３項に規定する審査を受ける場合は、この限りでない。   

⑴ 建築物の用途  

⑵ 手数料の額  

２ 前項の事前協議は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定軽微変更該当証

明事前協議書（第１３号様式）１部に、変更前と変更後の図書及び委任状（代

理者が事前協議を行う場合に限る。）を添えて行うものとする。 

（審査機関の審査） 

第１６条 認定申請者は、認定申請を行う前に、建築物エネルギー消費性能向上

計画が法第３０条第１項各号の基準に適合していることについて、審査機関に

よる審査を受けることができる。  

２ 前項の規定は、変更認定申請を行う場合について準用する。  

３ 第１項の規定は、軽微変更該当証明書の請求を行う場合について準用する。  

（認定申請等） 

第１７条 認定申請は、省令第２０条第１項に規定する申請書の正本１部及び副

本２部（当該申請に係る建築物が前条第１項の審査を受けた場合は、正本及び

副本各１部並びに前条第１項の審査機関が交付する適合証の写しを正本及び副



本各１部）に、それぞれ同項に規定する図書（同項に規定する市長が必要と認

める図書は、認定を受けようとする建築物が建築基準法に適合していることに

ついて、建築士が確認した旨を記載した説明書とする。）及び委任状（代理者が

申請を行う場合に限る。）を添えて行うものとする。  

２ 変更認定申請は、省令第２６条に規定する申請書の正本１部及び副本２部（当

該申請に係る建築物が前条第２項の審査を受けた場合は、正本及び副本各１部

並びに前条第２項の審査機関が交付する適合証の写しを正本及び副本各１部）

に、それぞれ同項に規定する図書及び委任状（代理者が申請を行う場合に限る。）

を添えて行うものとする。  

３ 軽微変更該当証明書の請求は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定軽微

変更該当証明請求書（第１４号様式）の正本１部及び副本１部に、それぞれ省

令第２６条に規定する図書及び委任状（代理者が請求を行う場合に限る。）を添

えて行うものとする。  

（建築確認申請の特例の申出等） 

第１８条 法第３０条第２項の規定による申出は、第１７条第１項及び第２項の

申請に併せて建築基準法第６条第１項に規定する確認の申請書を市長に提出す

ることにより行うものとする。  

２ 前項の申出において、建築基準法第６条の３第１項に規定する特定構造計算

基準又は特定増改築構造計算基準（以下「特定構造計算基準等」という。）に適

合するかの審査を要する場合は、当該申出は、任意判定結果通知書（指定構造

計算適合性判定機関が構造計算適合性判定に準じた判定を行った結果を記載し

た通知書をいう。）の写し、当該判定を行った図書及び書類を添えて行うものと

する。ただし、同項ただし書に規定する建築主事又は建築副主事が特定構造計

算基準等に適合するかどうかの審査を行う場合はこの限りでない。  

（計画の通知） 

第１９条 市長は、法第３０条第２項の規定による申出を受けた場合は、建築物

エネルギー消費性能向上計画通知書（第１５号様式）に建築物エネルギー消費

性能向上計画を添えて建築主事又は建築副主事に通知するものとする。  



（申請の取下げ等） 

第２０条 認定申請者又は変更認定申請者は、当該申請を取り下げようとする場

合は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請取下げ届（第１６号様式）

１部を市長に提出するものとする。  

２ 軽微変更該当証明書請求者は、当該請求を取り下げようとする場合は、建築

物エネルギー消費性能向上計画に係る軽微変更該当証明請求取下げ届（第１７

号様式）１部を市長に提出するものとする。  

（認定しない旨の通知）  

第２１条 市長は、認定申請又は変更認定申請の内容が法第３０条第１項各号の

基準に適合しないと認める場合は、建築物エネルギー消費性能向上計画を認定

しない旨の通知書（第１８号様式）により認定申請者又は変更認定申請者に通

知するものとする。  

（軽微変更該当証明書の交付等）  

第２２条 市長は、軽微変更該当証明書の交付を請求された建築物エネルギー消

費性能向上計画の変更が省令第２５条第１号又は第２号の軽微な変更に該当す

ると認める場合は、省令第２８条の規定による軽微変更該当証明書（第１９号

様式）を軽微変更該当証明書請求者に交付する。  

２ 市長は、軽微変更該当証明書の交付を請求された建築物エネルギー消費性能

向上計画の変更が省令第２５条第１号及び第２号のいずれの軽微な変更にも該

当しないと認める場合は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定の変更が軽

微な変更に該当しない旨の通知書（第２０号様式）により軽微変更該当証明書

請求者に通知するものとする。  

（新築等の取りやめ） 

第２３条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネ

ルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等（以下「性能向上計画認

定建築物の新築等」という。）を取りやめようとする場合は、性能向上計画認定

建築物の新築等取りやめ届（第２１号様式）１部に省令別記様式第２８の通知

書（計画変更認定を受けた者にあっては省令別記様式第２８及び第３０の通知



書）を添えて市長に提出するものとする。  

２ 前項の認定建築物エネルギー消費性能向上計画において軽微変更証明書が交

付されている場合にあっては、前項に規定する図書に加え、軽微変更該当証明

書を添えて市長に提出するものとする。  

３ 市長は、第１項の規定により性能向上計画認定建築物の新築等取りやめ届の

提出があった場合は、法第３０条第１項（法第３１条第２項において準用する

場合を含む。）の認定を取り消すこととし、性能向上計画認定建築物の新築等取

りやめ届に係る認定取消通知書（第２２号様式）により認定建築主に通知する

ものとする。  

（報告の徴収） 

第２４条 法第３２条の規定による報告を求められた認定建築主は、性能向上計

画認定建築物の新築等状況報告書（第２３号様式）１部を市長に提出しなけれ

ばならない。  

２ 認定建築主は、性能向上計画認定建築物の新築等の工事が完了したときは、

性能向上計画認定建築物の新築等工事完了報告書（第２４号様式）１部に、建

築基準法第７条第５項又は同法第７条の２第５項に基づく検査済証の写しを添

えて（認定された計画に基づく工事が同法第６条第１項及び同法第６条の２第

１項に定める確認申請を不要とする場合を除く。）市長に報告するものとする。 

３ 認定建築主は、認定を受けた建築物又は住戸を譲り渡した場合は、譲受人と

共同して当該建築物又は住戸の名義を変更した旨を市長に報告するものとする。 

（改善命令） 

第２５条 法第３３条の規定による改善命令は、性能向上計画認定建築物の新築

等に関する改善命令書（第２５号様式）により行う。  

（認定の取消し） 

第２６条 市長は、法第３４条の規定により認定を取り消した場合は、認定建築

物エネルギー消費性能向上計画の認定取消通知書（第２６号様式）により認定

申請者に通知するものとする。  

 



第４章 その他  

（手数料の納付） 

第２７条 手数料条例第１１条に規定する事務に係る手数料は、京都市会計規則

第２７条に規定する納入通知書により納付しなければならない。  

（その他） 

第２８条 この要綱の実施に関し必要な事項は、都市計画局建築指導部長が定め

る。  

 

   附 則  

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

   附 則  

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

 


